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保
険
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

窮
迫
す
る
国
保
財
政

国
民
健
康
保
険
の
現
状

◎
国
民
皆
保
険
制
度

　
日
本
で
は
、「
誰
で
も
」「
い
つ
で
も
」

「
ど
こ
で
も
」
適
切
な
医
療
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
、
全
て
の
国
民
に
公
的
な
医

療
保
険
制
度
へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら

れ
、「
国
民
皆
保
険
制
度
」
が
確
立
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
「
保
険
証
」
を
持
つ
こ
と
で
、
ほ
と

ん
ど
の
医
療
機
関
に
お
い
て
安
価
に
診

療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
こ
と

が
長
寿
国
日
本
を
作
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　
一
生
の
間
に
掛
か
る
１
人
当
た
り
の

医
療
費
は
、
約
２
４
０
０
万
円（
厚
労

省
推
計
）と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
健
康

保
険
制
度
が
な
け
れ
ば
全
額
を
自
分
で

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◎
国
民
健
康
保
険
の
加
入
状
況

　
国
民
健
康
保
険
は
、
医
療
費
が
高
い

傾
向
に
あ
る
高
齢
者
の
割
合
が
多
い
と

い
っ
た
構
造
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま

す
。

◎
高
梁
市
国
民
健
康
保
険
の
現
状

　

高
梁
市
の
国
民
健
康
保
険
医
療
費

は
、
年
間
で
約
34
億
円（
平
成
26
年
度
）

か
か
っ
て
い
ま
す
。
加
入
者
の
皆
さ
ん

に
は
、
こ
の
う
ち
の
一
部（
約
５
億
円
）

を
病
院
や
薬
局
な
ど
で
支
払
っ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
約

29
億
円
は
保
険
給
付
費
と
し
て
、
国
民

健
康
保
険
加
入
者
の
保
険
税
や
、
国
・

県
か
ら
の
補
助
金
と
市
の
負
担
金
等
で

賄
っ
て
い
ま
す
。

　
高
梁
市
国
民
健
康
保
険
は
、
構
造
的

な
問
題
に
加
え
、
医
療
技
術
の
高
度

化
、
生
活
習
慣
病
の
増
加
な
ど
に
よ
る

医
療
費
の
増
加
と
国
民
健
康
保
険
税
等

の
減
収
に
よ
り
深
刻
な
歳
入
不
足
に
直

面
し
て
い
ま
す
。

　
保
険
税
を
抑
制
す
る
た
め
に
蓄
え
て

い
た
、
国
民
健
康
保
険
事
業
財
政
調
整

基
金
は
毎
年
取
り
崩
し
て
お
り
、
国
保

の
広
域
化
と
な
る
平
成
30
年
度
よ
り
前

に
底
を
つ
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

　
国
保
被
保
険
者
数
は
年
々
減
少
し
て

い
ま
す
が
、
全
体
の
医
療
費
は
概
ね
横

ば
い
で
推
移
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
年
々
増
加
し

て
い
ま
す（
表
１
）。
こ
れ
は
、
病
気
が

重
症
化
し
、
高
度
な
医
療
が
必
要
と

な
っ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
重
症
化
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
病
気
の

早
期
発
見
が
大
切
で
す
。
市
が
行
っ
て

い
る
各
種
検
診
や
人
間
ド
ッ
ク
を
毎
年

受
診
す
る
な
ど
、
加
入
者
一
人
一
人
が

健
康
へ
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

平成 26 年度決算状況 （前年度繰越金と基金繰入金等を除いた実質収支）
歳　　入 歳　　出

４０億２７７８万９９３５円 ４０億５４９３万８２５３円
国民健康保険税 ６億 2732 万 8702 円 保険給付費 29 億 358 万 9146 円
国・県補助金 12 億 1603 万 5643 円 保健事業費

（人間ドック、健診等） 4207 万 7626 円
市負担金 １億 4087 万 3910 円

その他収入 20 億 4355 万 1680 円 その他の支出 11 億 927 万 1481 円

※ 2714 万 8318 円の赤字決算（平成 20 年度から連続して赤字決算）

H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ H２６

高梁市 390,830 397,219 401,096 415,325 419,096 441,079

県平均 332,779 342,199 355,102 364,296 375,435 385,772
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一人当たり医療費の推移

問 

保
険
課
健
康
保
険
係 

☎
21
‐
０
２
５
８

（表１）

マイナンバー 
個人番号カード 受け取りの手順

①　１月以降、交付場所
などをお知らせする交付
通知書（はがき）が申請者
の自宅に届き
ます。

②　必要な持ち物をお持ちにな
り、交付通知書（はがき）に記載さ
れた期限までに、記載された交付
場所に本人がお越し下さい。
※ 15 歳未満の人、成年被後見人には、
その法定代理人が同行して下さい。

③　交付窓口で本人確認の上、
暗証番号を設定すると、カー
ドが受け取れます。
※暗証番号はお越しになる前にあ
らかじめ考えておいてください。

※�個人番号カードの受け取りは、必要書類をはじめ厳格な手続きとなり、時間がかかる場合があります。

必
要
な
持
ち
物

□ 交付通知書（はがき）
□ 通知カード
□  本人確認書類（15 歳未満の

人、または成年被後見人に
同行する法定代理人も同様
に必要）

□  代理権の確認書類（15 歳未
満の人、または成年被後見
人の法定代理人のみ）

□ 住民基本台帳カード
　（持っている人のみ）

①　次のうち 1 点
住民基本台帳カード（写真付きに限る。）、運転免許証、運転経歴証明書

（交付年月日が平成 24 年 4 月 1 日以降のものに限る）、旅券、身体障害
者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者
証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
②　①を持っていない人は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」
が記載され、市区町村長が適当と認める 2 点

（例） 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種
書類、預金通帳、医療受給者証

戸籍謄本その他の資格を証明する書類
（ただし、「本籍地が市区町村の区域内である場合」または「本人が 15
歳未満で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要）

暗
証
番
号

① 「署名用の電子証明」の暗証番号
② 「利用者証明用の電子証明」の暗証番号
③ 「住民基本台帳事務用のアプリ」の暗証番号
④ 「券面事項入力補助用のアプリ」の暗証番号

英数字６文字以上 16 文字以下で設定できます。
英字は大文字のＡから Z まで、数字は０から９までが利用
でき、いずれも１つ以上が必要です。

数字４桁です。②③④は同じものとすることができます。

本人が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、交付場所にお越しにな
ることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。代理人がお越しになる場合 …

代
理
人
交
付
に
必
要
な
持
ち
物

□ 交付通知書（はがき）

□ 本人の本人確認書類

□ 代理人の本人確認書類

□ 代理権の確認書類

□ 通知カード

□ 住民基本台帳カード
　（持っている人のみ）

□  本人がお越しになる
ことが困難であるこ
とを証する書類

「必要な持ち物の本人確認書類① を 2 点」
または「必要な持ち物の本人確認書類①② をそれぞれ１点ずつ」
または「必要な持ち物の本人確認書類② を３点（うち写真付き 1 点以上）」

「必要な持ち物の本人確認書類① を 2 点」
または「必要な持ち物の本人確認書類①② をそれぞれ１点ずつ」

法定代理人の場合：戸籍謄本その他の資格を証明する書類
（ただし、本籍地が市区町村の区域内である場合は不要）
その他の場合：委任状等、本人が代理人を指定した事実を確認できる資料

（交付通知書（はがき）の「委任状」欄に記入することで足りる）

（例） 診断書、本人の障害者手帳、本人が代理人の施設に入所している事実を証
する書類

個人番号カードの交付申請をした
人に手続きをお知らせします

マイナンバーについてのお問い合わせは
コールセンター 　　 0120-95-0178
受付時間：9:30～22:00（土日祝日は17:30まで）

または
市民課戸籍係　  ☎ 21-0252

有漢地域局 ☎ 57-3200 成羽地域局 ☎ 42-3211
川上地域局 ☎ 48-2200 備中地域局 ☎ 45-2211

個人番号カード交付申請書の記載内容に変更がある場合、そのまま使用できません。
変更後の申請書をお渡ししますので、市民課・各地域局へお越しください。
※ 個人番号カードの取得は任意です。取得を希望する人は申請してください。

これから申請する人へ …
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